
 

＋

けども、これがある程度ＰＲが行き届いて、そ

ういう事業が認知された段階で、もっと協力し

ますよという方が出てきた場合には、それはな

お検討する余地があるんじゃないかなというふ

うに考えているところです。 

＋ ＋

○大沼 久議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 その学習アドバイザー

というのは結局ボランティアですか、無給ボラ

ンティア、こういうふうになりますか。 

○大沼 久議長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 報酬が出るのはコーディネー

ター、学習アドバイザー、安全管理委員です。

安全管理委員が１時間360円、コーディネータ

ーが単価720円、１時間、学習アドバイザーが

540円というような単価になっています。 

○大沼 久議長 ここで昼食のため暫時休憩いた

します。再開は午後１時といたします。 

 

 

   午後 ０時０１分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○大沼 久議長 休憩前に復し、午前に引き続き

会議を再開いたします。 

 なお、米沢日報記者からカメラ使用について

申請があり、許可いたしましたので、ご報告い

たします。 

 それでは、市政一般に関する質問を続行いた

します。 

 

 

髙橋孝夫議員の質問 

 

 

○大沼 久議長 次に、順位３番、議席番号11番、

髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 私は、長井市が市民が

安心して暮らすことができる自治体となるよう

願いながら一般質問を行います。通告をしてお

ります３点について質問申し上げますので、丁

寧で明快な答弁をいただきますようにお願いを

しておきたいと思います。 

 質問の第１は、高齢者に対する施策について

です。 

 長井市の高齢化率が本年４月１日現在27.5％

に達してることはご案内のとおりです。10年前

の平成８年度では22.0％であった高齢化率が10

年間で5.5％、人数では約1,300人ふえているこ

とになります。そしてこの傾向は今後もとどま

らず、団塊の世代と言われている人たちが65歳

に到達する平成23年から平成26年ごろ高齢化率

がピークを迎えることになるわけです。こうい

った状況を踏まえながら、以下、質問をさせて

いただきます。 

 第１点は、長寿祝金削減の考え方について伺

います。 

 本定例会に議案第77号、長寿祝金支給に関す

る条例の一部改正案が提出をされています。そ

の内容は、これまで数え年100歳の者に10万円

の祝い金を支給していたものを、今年度からは

10万円ではなく１万円に削減して支給をすると

いうものであります。 

 私は、この条例改正に疑問を感じたところで

す。特に、毎年度１月に数え年88歳と100歳に

なられた皆さんに対して祝金を支給してるわけ

ですが、その支給月である１月を翌月に控えた

議会に削減の改正案を提案するということは余

りにも急であり、理解できません。 

 以前にも申し上げましたが、この長寿祝金は、

昭和45年10月から73歳以上の方に2,000円を支

給をしていた敬老金を、昭和60年度に長寿祝金

支給条例を設定し、77歳、80歳、85歳、88歳、

90歳、95歳、99歳、100歳という８段階に応じ

て、その年度の９月15日現在で数え年77歳と80

歳には5,000円、85歳には１万円を支給し、そ
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 第２点目は、今回の削減に対する代替案につ

いて伺います。 

の年度の１月１日現在で数え年88歳に１万円、

90歳に２万円、95歳に５万円、99歳に10万円、

100歳に30万円をそれぞれ支給していたもので

あります。その後、平成９年３月定例会に条例

の一部改正案が上程をされましたが、その改正

案は全会一致で否決された経過がありました。

それを平成11年６月定例会で条例改正し、現在

の１月１日現在で数え年88歳に１万円、100歳

に10万円を支給することとし、それまであった

77歳、80歳、85歳、90歳、99歳への支給が廃止

されたもので、実際には平成12年度から施行さ

れてきたものであります。 

 申し上げました平成11年６月定例会での長寿

祝金条例改正では、改正理由として５点上げら

れています。一つは、社会経済の構造変化に対

応し効率化を図ることが必要であるという社会

改革の視点。２つは、長井市行財政改革推進委

員会の附帯意見で、見直しについて早急に取り

組むことが必要であるという意見があったこと。

３つは、支給対象者が増加し、同時に支給額も

増加しており、今後も増加することが予想され

ることと、ほかの自治体でも見直しが検討され

ているという背景の変化の視点。４つは、介護

保険導入の視点。５つは、いきいきデイサービ

スの実施、標準型在宅介護支援センターの設置、

基幹型在宅介護支援センターの設置やヘルパー

の１名増員などの新規事業と在宅福祉サービス

の拡充という視点という内容でありました。い

わば長寿祝金を削減しても介護保険の導入や在

宅のいろいろなサービスを受ける機会がふえる

ということでの削減という内容であったと言え

ます。 

 昭和60年６月定例会で長寿祝金支給条例が設

定された際の故齋藤伊太郎市長の提案は、「平

均寿命ほぼ80歳の長寿社会を迎え、新たに長寿

祝金支給条例を制定し、時代の要請に合った高

齢者の長寿を祝い、敬老思想の啓蒙を図り、あ

わせて高齢者の福祉の向上に資するために提案

申し上げるものでございます」というものであ

り、その制度発足から21年目を迎えた今日、数

え年100歳の方に対する支給額を10万円から一

気に１万円に削減するという考え方、そしてそ

の緊急性など、私は理解できません。 

＋

 しかし、今回の提案では、削減はするものの、

その代替策は見られません。具体的にどういっ

た代替策を考えておられるのか、市長の考え方

をお聞かせいただきたいと思います。 

 お聞きしたところでは、本年３月の平成18年

度一般会計予算上程の際に、その積算内訳で長

寿祝金については、88歳については支給対象人

員が188人、100歳は支給対象人員が13人として

計上した。そしてその際10万円から１万円にと

いうことで積算をしたということですが、そう

だとすれば、なぜ一緒に条例改正をしなかった

のか不思議で仕方がありません。 

 私は、平成11年の条例改正時と今回の改正で

は大きな違いがあると感じます。今回の改正は

ほとんど形だけを残すという内容と言わざるを

得ません。これで本当に長寿を祝い、敬老思想

の啓蒙を図り、あわせて高齢者の福祉向上に資

する制度と言えるのでしょうか。甚だ疑問です。

具体的な代替案が示せない以上、私は今回の提

案は取り下げした方がいいと感じますが、あわ

せて市長の見解をお伺いしたいと思います。 

 目黒市長の平成18年度施政方針を見ても、こ

の長寿祝金減額という内容は全く触れられてお

りませんし、逆に施政方針では、「市民の皆様

の福祉が後退しないよう配慮して予算編成に当

たりました」と明言しています。なぜ今この条

例を改正し削減をしなければならないのか、市

長の考え方をお伺いいたします。 

 第３点目は、総合的な施策の考え方について

伺います。 

 冒頭に申し上げましたように、高齢化は着実
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に進行していますし、今後ますますこの傾向は

強まることはご案内のとおりです。このように、

今後増大することが予想される高齢者への対応

が大切な課題となることは言うまてもありませ

ん。しかも、それらは総合的に展開されなけれ

ばならないと私は考えます。 

＋ ＋

 そこで、私の考え方を申し上げながら市長の

考え方を伺いたいと思います。 

 平成12年度からの介護保険制度の発足、そし

て今年度からは介護予防措置の実施ということ

で、高齢者福祉の大半は介護保険制度とその補

完施策で形づけられてきていると私は感じてい

ます。これは大切なことであると私も思います

し、今後拡充をしてほしいとも考えています。

同時に私は、「健やかに老後を迎えたい」、

「できれば住みなれた自宅で家族とともに過ご

したい」と考え、願っている市民が圧倒的であ

り、その考えや願いを具体化する施策の展開こ

そ必要と思います。しかし、現実はなかなか手

がついていないというのが実態であります。現

状のそれぞれの住居は、老後も、あるいは介護

が必要となった場合にも十分対応できるという

状況にあるというのはまれと言わなければなら

ないのが実態だと私は感じています。住居その

ものが狭い、玄関、廊下などが狭く段差があり、

車いすでの生活ができない。浴室やトイレの改

造が必要。階段や廊下の手すりの設置が必要。

在宅での介護を受けるための部屋がないなど、

さまざまな問題が存在しています。 

 介護保険制度が導入されてからは、申し上げ

ました内容の住宅改修事業には上限20万円の補

助がなされますし、平成17年度には５件の利用

があったということになっています。旧来はな

かったものであり、これはこれで今後も拡充し

ていかなければなりません。けれども、この制

度は高齢者や障害者などが介護が必要と認定さ

れて初めて利活用できるものであり、事後の対

応策と言わなければなりません。そして現実に

は20万円の補助額では賄えないというのが実態

です。 

 私は、介護認定などの事由でない場合であっ

ても、住居の改修をする場合には補助をしてい

くという制度をつくっていくことが大切だと痛

感しています。ましてや在宅福祉や在宅介護、

在宅看護を目指すとしている現在の国などの考

え方を進めていくためにも、こういった住環境

の整備や住宅の改修は不可欠であると感じます。

現状でもいろいろな補助メニューがあるようで

すが、残念ながらそれらは窓口が違っていたり

しているのが現実であります。私は、今後高齢

化が進展することを見れば、こういった事業を

総合的に相談、指導する窓口を高齢者福祉の中

で展開する体制整備がまず必要ではないかと考

えますが、どうでしょうか。市長の考え方をお

聞かせいただきたいと思います。 

 同時に私は、申し上げましたような住環境整

備や住宅改修の際には市の単独事業としての補

助制度をつくることが重要と感じます。以前に

も申し上げましたが、住環境整備や住宅改修は

個人のかい性の問題とするのではなく、市があ

る程度補助をしていくというシステムをつくっ

ていくことで、住みなれた自宅で安心して老い

を迎えることができる手助けをしていくことこ

そ在宅での介護や看護、福祉を可能なものとす

る基盤づくりと考えます。財政の問題もありま

すからそう簡単にはいかないと思いますが、私

は、こういった制度をつくっていくことの研究

と国、県への働きかけが不可欠と考えます。私

は、これからのハード事業展開の手法は、旧来

の箱物や道路整備といった社会資本整備を中心

にした公共事業中心から、住民個々がいかに快

適に住み、暮らすことができるかという課題に

転換をしていくことが必要と考えています。そ

の中心が個々の住環境整備であったり住宅新築

や改修にあると思いますし、中でも、老後も安

心して暮らすことができる住環境整備こそ重点
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に据えなければならないことと感じます。そし

て、こういった事業に行政が支援をしていくこ

とで事業を拡大し、市内の建築や設備といった

業界を活性化していくことで雇用と経済の活性

化を図っていくことが必要と思います。税務課

の資料では、ここ数年にわたって市内の住宅建

設数が年間50件ずつ減少しているという状況も

ある程度活性化できる一つのきっかけづくりに

つながると考えられますし、ひいては固定資産

税の増収、住民税の増収につながると考えます。

そういう意味合いも含めて、市長の考え方をお

聞かせいただきたいと思います。 

＋

 質問の第２は、長井市の保育行政の展開につ

いてです。 

 この件については、さきの９月定例会一般質

問でもお伺いしましたから、項目に沿って今回

はお伺いをいたします。 

 第１点目は、清水保育園移管の考え方につい

て伺います。 

 福祉事務所からいただきました資料、「清水

保育園の民間移管に関するアンケート調査結

果」を見てみますと、アンケート配付数が61に

対し回収数は35で、回答率は57％ということで

ありました。回答があった35のうち、民間に移

管することは反対と回答したものが４人であり、

その反対の理由では、２名が「公立の保育所が

なくなるから」と答え、もう２名は「市の説明

が不十分だから」という内容になっています。 

 また、清水保育園の移管に関し、市への要望

がありましたらお気軽にご記入くださいという

最後の設問に対しては、多くの意見や要望が寄

せられていました。その内容を幾つか紹介しま

すと、一つは、今までの説明会及び書面での内

容を見ると、民間移管するしないというより、

それ以前の問題である。１回目の説明では民間

移管が財政難であるからと発言したが、２回目

の説明会の文書には財政難ではなく、そして１

回目では、市から民間に移した場合、簡単に戻

せないと発言したが、２回目では戻せるという

ことであった。民間でできることは民間でする

と言いますが、保育園の民間移管と郵政民営化

は違います。 

 ２つは、説明会の回数が非常に少ない。これ

までの説明会は２回だけであり、内容的にも不

十分であると。ましてや２回目の説明会は少人

数であり、多数の意見を吸収しておらず、今回

のアンケートは時期尚早と考える。まずは説明

会の回数をふやし、多数の方から納得していた

だく必要がある。言いかえれば、長井市はとに

かく民間移管を実施したいとしか思えない。早

急に次回の説明会開催をお願いする。内容のあ

る説明をせずにアンケートを先行することは余

り意味がない。 

 ３つ目は、説明の中でメリットについての話

をしていたが、十分に理解のできるものではな

かった。言いかえれば民間に移管するほどのメ

リットがない。職員の説明も非常に無理がある

ものであった。例えば、一度民間に移管しても

公立保育園に戻すことができると言っていたが、

そのようなことであれば初めから移管する意味

がないと思える。また、長井市のメリットを知

りたいのではなく、我々のメリットについての

説明が欲しかった。全く触れられていない。 

 ４つ目は、子供を預ける親としては、移管よ

りは保育サービスの充実を図っていただきたい。

例えばエアコン、加湿器の設置や保健室の新設

など、まだまだ改善の余地はある。民間移管を

行わず、設置、新設をお願いする。 

 ５つは、移管の可否を問う前に、サービスの

向上と教育に対する取り組み姿勢についての説

明もお願いをしたい。仮に民間移管しても、解

決できない課題は多数あると思える。とにかく、

よりわかりやすく納得性のある説明会を希望す

る。これまでは伝わるものがほとんどなかった。 

 ６つは、なぜ決定してからしか説明会を開く

ことができないのか。子を預ける親の気持ちや
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 ９月定例会で助役は、「横浜地裁の判決につ

いては、まさに私とも身近な問題でありますの

で本当に厳粛に受けとめておりまして、間違い

のないような形で対応をしていきたいと思って

おります。今後の進め方については本当に誠心

誠意を持って保護者の皆さんの理解をいただく

ような形で進めていきたいと思いますので、よ

ろしくご理解いただきたいと思います」と答弁

されました。しかし、その後実施されたアンケ

ートによれば、申し上げたような保護者の声が

あるわけです。私は、現時点で保護者の理解と

納得が得られているとは考えられませんし、感

じられません。 

理解を少し酌んでから取り組んでもよかったの

ではないだろうか。はなぞの保育園は何事もな

くスムーズに保育されているが、清水保育園も

同様に運営されるかはまた別の問題で不安が残

ります。説明会や報告書を読んでも、もし反対

する意見があっても覆されるものだとは思えま

せん。説明会でどんな意見が出ても即答できる

くらい納得できるような場にしていただきたい。 

 ７つ目、とにかく市の先生のままがいい。も

う一度考え直してください。 

＋ ＋

 ８つ目は、説明会に参加できなかったのです

が、移管が決まったのであれば、今年度、先生

方の異動前に説明していただければよかったの

ではと思っています。逆に、決定しているもの

に対し説明会を何度かされると、不安でないも

のも不安になっていくような気がしてしまいま

す。回答書、報告書などの説明に専門的な言葉

などが入っており、もっと簡単な言い回し、文

書でお願いします。相手は保護者であり、行政

ではないのです。 

 本定例会に、議案第81号、長井市保育所設置

条例を廃止する条例設定が上程をされています。

この条例は、清水保育園を社会福祉協議会に移

管するという内容のものであります。福祉事務

所から厚生常任委員会に提出をされた「清水保

育園移管に関する経過報告」によりますと、

「アンケートの集約内容は、説明に理解をして

いる及び、十分に理解していないが移管は仕方

がないと答えた方が回答者の86％という結果に

なった」として、「今後の予定としては、12月

議会に長井市保育所設置条例を廃止する条例の

設置の提案を行う。アンケート結果を踏まえ、

アンケート実施時に寄せられた保護者の質問に

答えること。そしてより一層理解を得られるよ

う、12月定例会終了後、速やかに第３回保護者

説明会を開催していく」と記されています。こ

れはどういうことでしょうか。 

 ９つ目は、入園させたばかりで内容はわかり

ませんが、具体的なことの説明がないように思

われます。もっと細部の説明をしていただきた

いのですという内容の記入があったということ

です。 

 私はこれを読んで、率直に保護者は理解と納

得が得られていないと感じたところです。特に、

一つは、移管は決まったこととして説明されて

いるように受け取られること。２つは、その前

提で説明されていることから、反対しても覆ら

ないと受け取っていること。３つは、説明は十

分とは言えず、回数をふやしてほしいと思って

るし、丁寧にわかりやすくやってほしいと感じ

る父兄が多いこと。４つは、市のメリットでは

なく子供のメリットを明らかにしてほしいと感

じていることなどは、理解と納得にはほど遠い

状況であることをあらわしていると感じます。

このまま突っ走っていいのでしょうか。 

 私が９月定例会で申し上げました横浜地裁判

決は早急な民営化の違法性を認めたもので、経

費節減などを目的にスピードを優先しがちな行

財政改革であっても園児の保護者への十分な説

明責任を果たすよう求めた内容の判決であり、

方針決定から市議会の条例改正案の可決を経て、

保護者側の納得が得られないままわずか１年で

実施に踏み切った横浜市の民営化ありきの姿勢
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を厳しく指摘した内容の判決であります。 

＋

 助役は、「判決を厳粛に受けとめ間違いのな

いように対応をしていきたい、保護者には誠心

誠意を持って理解を得られるよう進めていく」

と答弁されたことはどうなるのでしょうか。少

なくとも現時点で保護者の理解と納得は得られ

ていないと見るのが正しいのではないでしょう

か。にもかかわらず市議会に保育所設置条例を

廃止するという条例を上程することは、横浜地

裁判決を無視したやり方と言わなければなりま

せんし、９月定例会での答弁にも反することに

なると私は感じます。議会にしても、保護者の

理解が得られていないし説明も十分ではない時

点で判断しろと言われても判断できないし、横

浜市のように住民訴訟ということになる可能性

がある中で判断できないのが現状ではないかと

思います。 

 私は、横浜地裁判決を本当に厳粛に受けとめ

るならば、本定例会の議案上程を一たん取り下

げ、まずは園児の保護者の理解と納得を得るた

めに全力を尽くすことが行政の説明責任を果た

していくことになり、以降の作業がスムーズに

いくことになると考えます。助役の判断をお聞

かせいただきたいと思います。 

 私は、清水保育園民間移管に係る保護者の質

問、意見に対する市の回答として示している、

「保護者の大半が移管に反対でない限り清水保

育園は社会福祉協議会に移管します」とする回

答は問題だと感じます。もっと説明会をきちっ

と開催してみんなの意見を聞いてほしいという

のがアンケートに寄せられた保護者の声であり

要望です。それらに答えないままに進めていこ

うとする市の姿勢が問われることになります。

このことも踏まえた見解をお聞かせいただきた

いと思います。 

 また、職員派遣の課題もあり、職員団体との

話し合いが必要となるわけですが、どこまで話

し合いが進んでいるかお聞かせいただきたいと

思います。 

 はなぞの保育園に対する職員派遣では、本人

の了解を得ないままに「福祉事務所付」などと

いう人事異動内示を一方的に行った経過があり

ます。これについても、職員団体の話し合いの

上で、かつ本人の了解をきちんと得た上で実施

されるべきことと私は考えますが、助役の見解

を伺います。 

 第２点目は、今後の市の保育行政のあり方に

ついて伺います。 

 本年２月に示されました長井市自立計画では、

「今後５年間で各地区の児童センターについて

も民間に委託をしていく」ということが記述さ

れています。 

 そこで、助役にお伺いをいたします。 

 一つは、児童センターについても社会福祉協

議会への移管を考えておられるのかどうか。２

つは、その際、児童センターを認可保育園とし

て認可をとってからの移管とするのか、あるい

は無認可のままでの移管としていくのかどうか。

３つは、児童センターの民間委託や社会福祉協

議会への移管までの間、保育士をどう配置をし

ていくのか。現在長井市には保育士の正職員は

35名いますが、お聞きするところによりますと、

その35名の保育士のうち今年度で退職を予定し

ている保育士は９名おられるということであり、

来年度は保育士は26名ということになるようで

す。この人員で児童センターや子育て支援セン

ターを運営していくことは到底無理があると感

じます。さらに平成19年度からは、現在、伊佐

沢児童センターで集中的に実施をしてきた障害

を持った児童保育をそれぞれの地域の児童セン

ターで行う計画があるとお聞きしていますが、

そうなればこれまで以上に保育士の充実が求め

られることになります。どういった対応を考え

ておられるか、明らかにしていただきたいと思

います。現状でも保育園や各児童センターなど

には定時補助職員が６名配置をされていますし、
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パート職員も５名配置される中で保育や運営が

なされていることはご案内のとおりです。これ

にさらに定時補助職員を増員するということに

なるのでしょうか。これでは、この間当局が説

明をしてきたことと反することになると私は思

います。私は、現状の保育士の数では到底保育

や運営は無理と感じますし、保育士の採用をし

ていかなければ現状の保育ニーズにこたえるこ

とはできない時代になると感じます。このこと

もあわせて助役の考え方をお聞かせいただきた

いと考えます。 

＋ ＋

 同時に、自立計画で言う「児童センターも民

間に」とする計画は早期に見直していかなけれ

ばなりませんし、そうでなければ当面保育士配

置で矛盾が生ずることになりますし、対応でき

ない事態が早晩出てくると考えます。早急に見

直しに着手される必要があると思いますが、あ

わせて見解をお聞かせいただきたいと思います。 

 質問の第３は、学校給食共同調理場の調理業

務について、新年度からは業者選定を指名競争

入札で行うことについて伺います。 

 さきに総務・文教常任委員会協議会で申し上

げました内容の説明を受けたところです。その

内容は、一つは、これまでの債務負担行為によ

る３年間の契約から長期継続契約への変更を行

うこと。２つは、調理等業務の指名競争入札へ

の変更を行うということであります。 

 そこで、教育長に伺います。 

 第１点目は、当初のプロポーザル方式、プロ

ポーザル提案型の入札から指名競争入札になぜ

変更したのかという点についてです。私の理解

では、学校給食の調理業務ということから、３

年前は入札価格だけで決める方式ではなく、プ

ロポーザル方式という、提案をいただいて、価

格だけではなく学校給食に対する考え方や姿勢、

ノウハウなどを総合的に判定して決定していく

方式をあえて採用したと理解をしています。そ

ういった配慮をしてきたわけですが、指名競争

入札ということになれば、まさに入札価額によ

って決まるということになるわけです。入札価

額だけで決定するという方式で本当にいいのか

どうか、私は整理することができません。この

間の教育委員会でどのような検討をなされ決定

されたのか、お聞かせいただきたいと思います。 

 第２点目は、指名業者の選定について伺いま

す。調理場長の説明では、「指名業者は市内の

業者ではなく市外の業者を考えている」こと。

その際、「現在市に対して指名参加願を申請し

ているのは９社であるが、業務内容を見ると大

量の調理業務にはなじまないところもあり、参

加願を申請していない業者も幅広く指名した

い」ということでありました。私は、指名参加

願の申請がなされていない業者の入札参加とい

うことは本来であればあり得ないと思っており

ましたから、意外な構想だと感じたところです。

この点についてどのような整理をされているの

か、また、指名業者は何社を予定をされている

のかお聞かせいただきたいと思います。 

 同時に、指名業者選定の判断基準はどう考え

ておられるかについてもお聞かせをいただきた

いと思います。 

 第３点目は、仕様書について伺います。私は、

学校給食という業務内容からいっても、仕様書

はしっかりしたものでなければならないと感じ

ます。今回の指名競争入札に当たっては、参加

業者に示す仕様書は３年前と同じものを考えて

おられるのかどうかお聞かせをいただきたいと

思います。 

 第４点目は、仮に指名競争入札で現在受託し

ている業者ではないほかの業者が落札した場合

の、現実に地元から採用されている従業員の雇

用はどうなるかについて伺います。ほかの業者

が落札ということになれば、当然にして市内か

ら雇用されている従業員は引き続きその業者の

ほかの職場に行くか、それができない場合は職

を失うということになるわけです。現在13名の
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社員と15名のパート社員が働いているとお聞き

をしましたが、その社員は大いに悩むことにな

るのではないかと心配です。仮に新たに落札し

た業者の社員として雇用されたとしても、会社

が変わるわけで、当然労働条件も変わることが

考えられます。提案型の入札ではなく指名競争

入札ということになれば、あくまでも価格競争

となる可能性は強く、その結果、社員の賃金を

初めとする労働条件が業者がかわるたびに切り

下がっていくということはないのか不安を感じ

ます。現在雇用されている市内の社員はどうな

るのか。市内からの雇用と労働条件の確保につ

いては前段で契約内容に明確に規定をしておく

必要があると考えますが、教育委員会はどのよ

うに考えておられるのかお聞かせいただきたい

と思います。 

＋

 私は、今回の変更は単に入札方式を変えると

いうものではないと感じます。入札方式を変え

ることによって派生をするいろいろな事態や課

題をしっかり把握をした上で実施に移すという

慎重な検討と取り組み、そして対応が求められ

ると考えます。この点についても考え方をお聞

かせいただきたいと思います。 

 最後になりますが、目黒市長は、本定例会を

最後に市長の職を退かれることになります。私

は、いろいろな思いがありますが、とにかく８

年間にわたって長井市のかじ取り役として先頭

で頑張ってこられたことに敬意を表します。以

降は、健康に留意をされまして新たな場で活躍

いただきますようお祈り申し上げます。８年間、

本当にご苦労さまでした。 

 以上で壇上からの質問を終わります。ご清聴

ありがとうございました。（拍手） 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 高橋議員のご質問にお答えを申

し上げます。 

 まず、長寿祝金削減の考え方ですが、急速な

高齢化が進行しております。したがって、社会

保障費の負担が増大をしてまいりました。それ

から市町村の財政が一段と厳しさを増してきて

おります。また、相次ぐ医療保険や介護保険制

度の改正により、高齢者の受益者の負担も増大

しております。さらに、本市は全国平均を７％

上回るご指摘の27.5％の高齢化率になっており

まして、ひとり暮らしの高齢者の方の支援、介

護、あるいはこの介護でも老老介護世帯の支援

など、課題が山積をしております。 

 私も、長寿をされた方に対しては心からお祝

いをし、また敬意を表し、心からおめでとうを

申し上げる者の一人でありますが、しかしなが

ら、そのことと、これまでとってきたことを、

政策を見直すということとは、私は政策的な判

断は分かれるところではないかと思います。 

 今後のふえ続ける福祉をどうしていくかとい

うことを考えなければ、これは全体的に財政を

維持していくことはもちろんでありますが、お

っしゃるとおりのことは、一々あれもしろ、こ

れもしろ、住宅あれもしろ、こうしろと言った

ら、結局具体的に財政がパンクしてしまい、か

つての８年のようになっていくおそれがないの

かと、そこを改革しようとしたのがこの８年で

はなかったのかということをご理解をいただき

たいと思います。 

 そこで、削減に対する代替案としましては、

自立支援法整備によるさまざまな支援メニュー、

あるいは介護区分の細分化による介護予防策、

あるいは地域支援事業などメニューがふえてお

りますので、そういったメニューの中で取捨選

択をしながら、できるだけそういったものの財

源に充てていきたいと。そして高齢者の方も社

会参加ができる仕組みづくり、自立した生活が

送ることができる地域づくりに努めていきたい

ということであります。 

 総合的な施策の考え方でありますが、本年３

月に長井市老人保健福祉計画で第３期の介護保

険事業計画を策定し、本市の保健、福祉の分野
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 最後に、大変敬意を表していただきましたが、

私も、政策的にははっきり違うところがあって

失礼をしたこともあると思います。ただ、やっ

ぱり、それは助役に聞いておられますから助役

がお答えすると思いますけども、やっぱり民間

でできることはなるべく民間ですると。自立計

画の中の基本方針は、これはやっぱりこの８年

間の私は成果だったと思うんですね。そうでな

ければ財政再建も行政改革もできないですよ、

これは。それで「取り下げろ」「もっと慎重

に」、これではほとんど前に進まなくなるわけ

でありますから、私は、そういった基本的な改

革はやっぱりスピードだというふうに思います

し、これまでの方針を最後まで全うしていきた

いというふうに思います。 

における施策目標をまとめさせていただきまし

た。「個性が輝き支え合い安心して暮らせるま

ち」を基本理念として、生涯にわたる健康づく

り、介護予防の推進、自立と安心のための多様

なサービスの推進と基盤の整備、地域における

支え合いの仕組みづくり、高齢者の生きがい、

安心と健康づくり、安全な住みよい生活環境づ

くり、この６つの施策目標を掲げさせていただ

きました。 

 平成18年度に設置しました地域包括支援セン

ターを中核として、保健、福祉、介護を初めと

する多くの分野が有機的に連携し、実りある事

業展開と選択可能な生活サービスの充実に努め、

目標実現に向け努力をしてまいりたいと思いま

す。 

 窓口等の一本化については、検討する項目が

あればそれは検討していくのは、常日ごろの行

政改革とは言わない改善ぐらいの話ですが、そ

れは当然だろうと思います。以上です。 

＋ ＋

 あわせまして、地域住民の方や関係団体の協

力を得ながら、自助、共助、公助が一体となっ

て地域福祉の充実が図れるようなまちづくりを

進め、市民協議会の実現を目指してまいりたい

と思っているところであります。 ○大沼 久議長 長谷部宇一助役。 

○長谷部宇一助役 お答え申し上げます。  なお、高橋議員から、12年にこの改正がなっ

たという詳しいあれがありました。それはまた

同じように言おうとは思いませんけども、この

敬老事業も、平成18年度でもういわゆる10万円

というのはなくしている市も、酒田市、上山市、

天童市などはゼロですね。長井市は細分化して

も１万円ということになりますが。それから町

なんかでも、近隣で言えば祝い品の毛布である

とか祝い品がありますが、川西町、小国町はあ

りません、現金は。白鷹町は在宅で３万円、施

設で１万円です。飯豊町だけ20万円というのが

ありますが、町でも相当程度少なくなっており

ます。どんどんどんどんふえてまいりますから。

8,000人ぐらいの町でしたらそれほどでもない

ということになりますが、こういったところよ

りはやっぱり全般的な施策に充てていくという

ことの方が、私は、ばらまきと言われない本当

の福祉政策ではないかというふうに思います。 

 清水保育園の移管についてのご質問でありま

す。保護者への説明会についてのご質問であり

ましたけども、今まで先ほどお話ありましたよ

うに２回説明やりまして、今後も説明会を予定

をしているところでございます。初め私も出席

する予定でありましたけども、担当の方でやる

ということでありましたので今回は出席せず、

その都度報告を受けておりますけども、ただ、

そのアンケートなり、それから報告の中で感じ

たことにつきましては、やっぱり当局は自信を

持って本当にきちんと丁寧に説明する必要があ

るなということを感じたところでございまして、

ここまでちょっとその部分が足りない部分があ

ったのかなと思っておりますけども、ただ、ア

ンケートによりまして９割の方が移管の方にご

理解をいただいてるということで、本当にほっ

としておりまして、自信を持ってこの推進をし
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ていきたいと思うところであります。 

 ただ、はなぞのの移管のときもこういった問

題はたくさん出てきておりました。これ以上の

ものが問題と出てきておりますのは、ただ移管

そのものに反対でなくて、移管後のやっぱり不

安。例えば今までの保育が本当にできるのか、

あるいは保育料が値上がりするのではないか、

それから保育士さんが大きくかわって子供に対

する影響が大きく変わるんじゃないかという形

が出ておりましたけども、こういったものにつ

いてはやっぱり懇切丁寧に説明を申し上げると

理解いただけるものと思っておりまして、そう

いった形で進めていきたいなと思うところであ

ります。 

＋

 それから職員の派遣につきましては、今組合

との正式な交渉は持っておりませんけれども、

ただ、組合からの職員の配置について要望がご

ざいます。これと、受ける方の社会福祉協議会

としての考え方もございますので、これの整合

性を図りながらよりよい配置をしていきたいと

思っておりますけども、派遣につきましては最

少の人数でやっていきたいと思うところであり

ます。そういった考えでやっていきたいなと思

ってます。 

 次の児童センターでありますけども、今回の

集中改革プランの中では、５年の中で一部民間

委託という形では出ておりますけども、今の状

況については、その取り組み方法については今

白紙の状況でございます。ただ、私はその前段

の取り組みとして、やはり今大変な少子化の時

代を迎えておりまして、地区によっては１年間

に１人か２人といった子供さんしか生まれない

という状況が続いておりますので、果たしてこ

れからの児童センターというものの運営はどう

なっていくのかということも十分踏まえていか

なきゃいけないと思っております。したがって、

縮小なり統廃合の問題も含めてきちんと行政で

その考え方を明確に出していくと。その後に委

託なり移管というものを考えていかないと、や

っぱり受ける方としても大変混乱が生じるとい

うこともありますので、そういった考えでやる

べきだなと思ってるところでございます。 

 そういった意味で、その後に高橋議員から質

問ありました、社協への移管するのかとか、そ

れからいわゆる児童センターを保育所にするの

かどうかという質問ありますけども、そこは全

く白紙であります。ただ、言えることは、長井

市の児童施設といいますのは、保育所、幼稚園、

それから児童センターと３つがバランスよく配

置をされてるという状況でありますので、これ

はやっぱり維持すべきかなと思っております。

ただ、郡部において、いわゆる３世代が減って

本当に夫婦共稼ぎの世帯がふえてきますと保育

所が必要になってくる部分があると思いますの

で、その部分についてはやはり市民の要望にこ

たえて、ある程度児童センターを例えば保育所

の方に変更するか、そういったものについても

やっぱり十分検討を加えなきゃいけないなと思

っております。 

 それから、いわゆる児童センターの保育士の

関係につきましては、これ13年からの行財政改

革の中でも、保育士の不補充につきましてはパ

ート並びに定時補助職員で対応していますよと

いう形で今まで来たわけでありますので、そう

いった考えで基本的な考えを維持しながら今後

も運営をしていきたいと思うところです。以上

です。 

○大沼 久議長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 高橋議員のご質問、５点から

お答えをしたいというふうに思います。 

まず１点目ですが、「前回は、委託価格では

ない、学校給食に対する取り組み、安全衛生管

理、業務遂行能力、信用状況を審査するプロポ

ーザル方式を採用したが、今回は指名競争入札

とした。前回との整合性はあるのか」というご

質問ですけども、前回は調理業務の委託は初め
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てのことであって、民間業者の学校給食への理

解度、衛生管理状況、業務遂行能力などいろい

ろわからない状況でしたので提案型というプロ

ポーザルを取り入れました。今回、３年間の調

理を民間に委託して民間業者の調理実績とか衛

生管理等を実際に見させていただき、今まで以

上の結果が出たと。現在の施設、設備の状態か

らは、これ以上の改善は望めないのでないかな

というふうにも考えていますので、３年間の実

績をもとにした仕様書を作成すれば、現在規模

の民間業者であれば十分に業務が遂行できると

いうふうに判断をしたところです。 

＋ ＋

 ２番目の、「指名競争入札として、現在、指

名競争入札参加申し込みをしている業者以外も

指名するのか」というご質問ですが、現在、調

理業務として入札参加申し込み申請を行ってい

る業者は９社あります。基本的にはこの中から

選定していきますが、申請業者の中にも規模的

に小さい業者もありますので、これから精査を

して５ないし６社を選定していきたいというふ

うに考えています。 

 ３点目、「今回から指名競争入札にするが、

その業者選定基準」ということですけども、業

者の今までの学校給食の受託実績または受託件

数、受託業者の規模等を参考に指名審査会で指

名業者を選定するようにしたいというふうに思

っています。 

 ４番目の、「仕様書は３年前と変わらないの

か」ということですが、今回の経験を受けてコ

ンテナの洗浄をゴムシートの上で洗浄している

など、衛生面、調理面等で仕様書以上に改善に

なっている部分があります。これらの挿入と、

設備の更新により作業の変更がありますので、

仕様書も若干変更したいというふうに考えてい

るところです。 

 ５番目ですが、地元職員の雇用の点ですけど

も、前回も臨時職員として雇用していた方は、

希望があれば雇用をしていただきました。基本

的に、この業界は業者がかわっても次の業者が

引き継ぐのがルールになっているそうです。前

業者がすべての社員を違う事業所に連れていく

のはまずないというような話も聞いています。

この業界は人件費が大きく作用をしますので、

次の業者が低価格で入札すれば次の業者が低賃

金で再雇用になる場合があると考えていますけ

ども、労働条件の確保については仕様書、契約

内容に記入できる条件ではなくて、雇用者と企

業との雇用関係になると考えているところです。

以上です。 

○大沼 久議長 11番、髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 それぞれ答弁いただき

ました。 

 冒頭におわびをしなきゃならなかったんです

が、福祉事務所長に答弁者の指名をしておいて、

ちょっと質問しませんでした。大変申しわけあ

りません。 

 長寿祝金の関係については、これは７日の日

に常任委員会ありますから、そこでぜひ議論い

ただきたいというふうに思ってます。 

 助役に再度お伺いをしますが、助役、この清

水保育園のアンケートの調査結果で９割が賛成

をしてるというふうにおっしゃいました。さき

に私も質問の中で申し上げましたけれど、86％

が大体賛成をしてるという結果だということは、

これ経過報告の中でも書いているんです。数字

だけではそうです。だけど、よく見てほしいん

ですよ。申し上げましたように、今回のアンケ

ートというのは61名に対してアンケートを配布

したんです。その結果35しか回答来てないんで

すよ。助役が言われる数字は、このアンケート

調査結果の中の「清水保育園の移管に関する過

去２回の説明が理解されましたか」というとこ

ろの項で、「移管をすることの説明は理解をし

た」、これは20％、回答率57％。「説明内容は

十分に理解していないが移管は仕方がない」、

これは回答率29％、合わせてこれ86％だってお
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○長谷部宇一助役 お答えいたします。 っしゃるんだと思うんですよ。だけども、61人

いて全体から割り返せば、これそんなことにな

りませんよね。合わせたって49.2％ですよ。市

が回答書として出した中身では、「保護者のう

ちの大半が反対でなければこれはする」って明

言してるんです。だけど大半にもならないです

よ、現実は。こういうことをもって、だから進

めていいのだということには私はならないんで

はないですかと申し上げてるんです。 

 61名中35名の回答しか得られなかったという

ことでありますけども、私は賛成という形で答

弁申し上げてなくて、理解を示していただいた

という形であります。はなぞのと、それから清

水保育園にダブりで入ってる保護者の方がたく

さんおられます。そういった方がこのアンケー

トを出していただけない方かなと思っておりま

すけれども、そういった意味で、はなぞのに入

られてる保護者の方々につきましては、最初、

今のような状況の部分を経験して、いざはなぞ

のが移管されたもの、今の状況を見ると大変い

い環境の中で保育がされてるということも理解

していただいておりますので、そういったこと

によってこの数値が出てきてるんじゃないかと

いう私は感じておりまして、本当に反対だとい

うことであればみずからそれを表明していただ

けるものではないかと思っておりまして、私は

そういうふうなことで考えてるところでありま

す。 

 何でここでこだわってるかというと、前段に

例があるわけですね。既に裁判所も、「こうい

うことは慎重にやりなさいよ」というふうに言

っている判決があるわけです。助役も「それは

十分厳粛に受けとめてやる」というふうに言わ

れているんです、答弁されているんです。だけ

どそのことから言ったら、まだまだこのアンケ

ート、申し上げましたような保護者の声などを

見れば、十分な説明がなされていないというふ

うにおっしゃってるわけですよ。ここに今本当

にちゃんとこたえていかないと、私は大変なこ

とになるというふうに申し上げているんです。

ですからその考え方ですね、数値のとらえ方も

含めて、私はもっと真摯にここは受けとめなが

らの対応こそ必要だというふうに思いますが、

そこについてお聞かせをいただきたいと思いま

す。 

＋
 ただ、横浜と絶対的に違うことは、横浜市は

まるっきり180度全面的に委託という形で、す

べて形骸もなく、形骸というか、市のかかわり

がなく移管させたということで、これは全く保

護者に対する混乱を招く状況をつくったわけで

ありますけども、長井市はそうでなくて市のか

かわりを残しながら徐々に移管をしていくとい

うことでありますので、こういった意味でやっ

ぱり保護者の皆さんにはご理解いただけるもの

と思っております。 

 もう一つ、教育長、済みません。地元雇用の

社員の問題ですけど、これは確かに新しい会社

になればその会社と従業員の関係で労働条件決

まってきますけれども、そこをそういうもんだ

からというだけでばさっととはいかないと思う

んですよ。私は少なくとも、仕様書に入れられ

るか契約書に入れられるか、あるいはその前段

の説明の中で入れられるのか別にして、雇用は

こうしてもらいたいと、労働条件は最低こうし

てもらいたいという話はできないんですか。そ

こだけお聞かせをいただきたいと思います。 

○大沼 久議長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 落札業者が決まった時点で、

落札価格内でそういうことはお願いをしていき

たいというふうに思っています。 

○大沼 久議長 11番、髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 清水保育園の関係は、

これも厚生常任委員会になりますけれども、こ

こで議論されることになりますが、しかし、助○大沼 久議長 長谷部宇一助役。 
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役のとらえ方というのは私はかなり違うと、こ

う思います。おっしゃったことが「私はこう思

ってるけど」というふうにおっしゃいましたけ

れども、それが本当にそうなのか、ぜひ常任委

員会に出席をして明らかにしていただきたいと

思います。終わります。 

 

 

藤原民夫議員の質問 

＋ ＋

 

 

○大沼 久議長 次に、順位4番、議席番号16番、

藤原民夫議員。 

○１６番 藤原民夫議員 私は、通告しておりま

す２点について、市民課長並びに教育長にお尋

ねをするものであります。 

 第１点は、後期高齢者医療広域連合の設立に

ついて、市民課長にお尋ねをいたします。 

 ６月の国会で自民、公明が強行成立させた医

療改革法に基づいて、2008年４月から、75歳以

上の高齢者を対象にした新たな医療保険制度、

後期高齢者医療制度がスタートするわけであり

ます。運営主体は新たにつくられる広域連合で、

都道府県単位で全市町村が加入するという仕組

みで、今議会には広域連合規約が提案され、独

立制度として2008年４月からの新設を予定して

いるということであります。 

 初めに、新しい医療制度の概要についてであ

りますが、このたび創設される後期高齢者医療

制度は、75歳以上の高齢者が現在加入している

国民健康保険や組合健保などから脱退し、後期

高齢者だけの独立した保険として創設されるも

のということであります。 

 次に、広域連合と住民参加についてお尋ねを

いたします。広域連合は独自の議会を設置して

保険料などの条例を定めるわけであります。議

員の選出方法は直接選挙ではなくて市町村議会

などの間接選挙となるために、広域連合議会の

構成は首長、助役、市町村議会議長などで占め

られて、住民が運営に参加できる仕組みは困難

となっておるのであります。住民との関係が遠

くなる一方、国には助言の名をかりた介入や財

政調整交付金を使った誘導など、大きな主導権

限を与えておりまして、このままでは広域連合

が国言いなりの保険料取り立てと給付抑制の出

先機関になるおそれがあるのではないかという

ふうに心配する市民もおるわけであります。 

 そこで、市民課長にお尋ねいたしますが、

「75歳以上にとって切実な保険料条例や減免規

定が高齢者の実態からかけ離れたところで決め

られる懸念がある」、あるいは「住民の声が届

かない」「地方自治の建前にも反する」、こう

いう指摘を市民の皆さんから受けておりますが、

これに対する回答を求めるものであります。 

 また、すべての後期高齢者が、これまでの老

人医療制度から介護保険と同様の年金天引き方

式などで保険料を徴収されるわけであります。

保険料は高齢者数の増大に応じて自動的に値上

げされる懸念もあります。保険料の滞納者は保

険証を取り上げられ、短期証や資格証明書が発

行されるというふうにしております。また、後

期高齢者は診療報酬も他世代と別建てにされる

わけであります。さらに、後期高齢者の心身の

特性にふさわしい診療報酬体系ということを口

実にして診療報酬を引き下げ、手抜き医療にな

る危険があるのではないか、こうした他世代と

の別建てへの不安もあるわけでありますが、こ

うした制度の概要について、わかりやすい説明、

答弁をお願いするものであります。 

 次、第２点目は、教育基本法改正問題につい

て、教育長にお尋ねをいたします。 

 去る11月16日、自民、公明の与党は衆議院本

会議で教育基本法改定法案を野党４党欠席のま

ま単独で採決を強行し、この法案を参議院へ送

りました。これは15日の衆議院教育基本法特別

委員会の強行採決に続く暴挙であります。さら

―４８― 
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